
公務員のかたは、各職場へお問い合わせください。
　※1　その他、状況に応じて別途書類が必要になる場合があります。
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子
ど
も
手
当
の

　
申
請
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す

支
給
対
象
　
中
学
校
修
了
（
15
歳

に
達
し
た
日
以
降
の
最
初
の
３

月
31
日
）
ま
で
の
子
ど
も

☜
ポ
イ
ン
ト

　
児
童
手
当
は
、
小
学
校
修
了
ま

で
の
子
ど
も
が
対
象
だ
っ
た
の

で
、
対
象
が
拡
大
さ
れ
て
い
ま

す
。

支
給
要
件
　
市
内
在
住
で
、
次
の

要
件
を
満
た
す
か
た

①
支
給
対
象
と
な
る
子
ど
も
を
監

護
し
、
生
計
を
同
じ
く
す
る
父

母
ま
た
は
そ
の
保
護
者

　
子
ど
も
手
当
の
申
請
方
法

▲子ども手当と児童手当の比較

②
外
国
人
登
録
法
に
基
づ
く
登
録

が
行
わ
れ
て
お
り
、
か
つ
生
活

の
本
拠
（
住
所
）
と
し
て
の
実

質
が
日
本
国
内
に
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
外
国
人
の
か
た

※
在
留
資
格
が
無
い
場
合
や
短
い

場
合
は
、
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

☜
ポ
イ
ン
ト

　
児
童
手
当
に
は
、
所
得
に
よ
る

支
給
制
限
が
あ
り
ま
し
た
が
、

子
ど
も
手
当
に
は
、
所
得
に
よ

る
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

支
給
額
　
支
給
対
象
児
童
１
人
に

つ
き
、
月
額
１
万
３
千
円

支
給
時
期
　
平
成
22
年
６
月
・
10

月
、
平
成
23
年
２
月
・
６
月
（
そ

れ
ぞ
れ
前
月
分
ま
で
）

問
い
合
わ
せ
　
児
童
課
（
574
‐

６
６
４
６
）
、
岡
部
福
祉
健

康
課
（
585
‐
２
２
１
４
）
、

川
本
福
祉
健
康
課
（
583
‐

２
５
３
２
）
、
花
園
福
祉
健
康

課
（
584
‐
１
１
２
３
）

子ども手当 児童手当

対象児童
中学校修了（15 歳に達した日以
降の最初の 3月 31 日）までの子
ども

小学校修了（12 歳に達した日以降の最初の
3月 31 日）までの子ども

支給額
月額／人 一律 13,000 円

3 歳未満の子どもは一律 10,000 円
3 歳以上の子どもについては、第 1・2 子は
5,000 円、第 3子以降の子どもは 10,000 円

所得制限 なし あり

　
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
、
健
や
か
に
育
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
子

育
て
世
帯
を
支
援
す
る
『
子
ど
も
手
当
』
を
支
給
し
ま
す
。

申請手続きは、
必要ありませ
ん。

子ども手当の
対象外です。

はい

いいえ

はい いいえ

児童課または
各総合支所福祉健康課へ
手当増額の手続きが必要です。

『額改定の申請書』を提出してく
ださい。

◎申請時に必要な物※1

　印鑑

スタート
平成22年3月31日現在、児童
手当を受給していましたか？

あなたは必要？ 子ども手当の申請手続き

児童課または
各総合支所福祉健康課へ
新規申請の手続きが必要です。

『申請書』と『添付書類等』を提
出してください。

◎申請時に必要な物※1

印鑑、申請者名義の普通預金
口座の通帳、健康保険被保険
者証または年金加入証明書（申
請者が厚生年金、各種共済組
合に加入している場合）

平成22年4月1日現在、中学校2・3年生のお子さ
んがいますか？

平成22年4月1日現在、中学生以下のお子さんがい
ますか？

　
子
ど
も
手
当
を
受
け
る
に
は
申

請
が
必
要
で
す
（
上
図
参
照
）
。

　
次
の
か
た
は
、
必
ず
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

❶
平
成
22
年
度
に
お
い
て
、
中
学

校
２
・
３
年
生
が
い
る
世
帯
の

父
母
な
ど

❷
支
給
対
象
と
な
る
子
ど
も
が
い

て
、
平
成
22
年
４
月
１
日
以

降
、
他
の
市
区
町
村
か
ら
深
谷

市
に
転
入
さ
れ
た
か
た

❸
平
成
22
年
３
月
31
日
現
在
、
所

得
制
限
に
よ
り
児
童
手
当
を
受

給
し
て
い
な
い
世
帯
の
父
母
な

ど
❹
平
成
21
年
度
以
前
の
現
況
届
が

未
提
出
に
な
っ
て
い
る
か
た

　
た
だ
し
、
次
の
か
た
は
申
請
が

免
除
さ
れ
ま
す
。
申
請
し
な
く
て

も
、
引
き
続
き
子
ど
も
手
当
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

❶
平
成
22
年
３
月
31
日
現
在
、
児

童
手
当
を
受
給
し
て
い
て
、
中

学
校
２
・
３
年
生
の
子
ど
も
が

い
な
い
世
帯

❷
他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
さ
れ

た
か
た
で
、
平
成
22
年
３
月
31

日
ま
で
に
児
童
手
当
の
申
請
を

さ
れ
た
か
た
（
世
帯
に
中
学
校

２
・
３
年
生
が
い
る
場
合
を
除

く
）

申
請
方
法
　
郵
送
ま
た
は
直
接
、

児
童
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
福

祉
健
康
課
へ

申
請
期
間
　
平
成
22
年
４
月
１
日

現
在
、
子
ど
も
手
当
の
支
給
要

件
に
該
当
す
る
か
た
（
申
請
が

不
要
な
か
た
を
除
く
）
の
場

合
、
平
成
22
年
９
月
30
日
㈭

（
以
下
申
請
猶
予
期
間
）
ま
で

に
申
請
さ
れ
る
と
、
４
月
分
の

手
当
か
ら
該
当
と
な
り
ま
す
。

※
申
請
猶
予
期
間
を
過
ぎ
て
の
申

請
の
場
合
は
、
申
請
日
の
翌
月

分
か
ら
支
給
し
ま
す
。

そ
の
他
　
平
成
22
年
２
月
・
３
月

分
の
児
童
手
当
は
、
４
月
・
５

月
分
の
子
ど
も
手
当
と
一
緒

に
、
６
月
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
制
度
に
つ
い
て
は
、
変
更
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

はい

はい

いいえ いいえ


